
その他の建築物特定建築物

一定規模以上の新築、増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務

新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること
等について所管行政庁の認定を受けると、容積率
の特例＊を受けることができる。

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合
することについて所管行政庁の認定を受けると、
その旨の表示をすることができる。

住宅事業建築主＊が新築する一戸建て住宅

住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の
基準（住宅トップランナー基準）を定め、省エネ性能の向上を誘導

届出

新築時等に、建築物のエネルギー消費性能基準（省エネ基準）への適合義務

● 基本方針の策定（国土交通大臣）、建築主等の努力義務、建築主等に対する指導助言

省エネ基準適合義務・適合性判定

住宅トップランナー制度

エネルギー消費性能の表示 省エネ性能向上計画の認定、容積率特例

規

制

措

置

■社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が大きく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住
宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる。

法律の概要

誘

導

措

置

必要に応じて所管行政庁が指示・命令

● その他所要の措置（新技術の評価のための大臣認定制度の創設 等）

＊省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の
床面積を超える部分を不算入（１０％を上限）

＜住宅トップランナー基準に適合しない場合＞

＜省エネ基準に適合しない場合＞

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

一定数（政令：年間 戸）以上新築する事業者に対しては、必要に応じて大臣
が勧告・公表・命令

建築主事又は指定確認検査機関 所管行政庁又は登録省エネ判定機関

適合判定通知書
着工

建築物使用開始

建築確認

検査

適合性判定

＊住宅の建築を業として行う建築主

一定規模以上の建築物（政令： ㎡ ）一定規模以上の非住宅建築物（政令： ㎡ ） ※特定建築物を除く

○我が国のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層逼迫しており、国民生活や経済活動への支障が懸念
○されている。
○他部門（産業・運輸）が減少・微増する中、建築物部門のエネルギー消費量は大きく増加し、現在では全体の
１／３を占めている。

⇒建築物部門の省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠。

背景・必要性

基準適合について所管行政庁又は登録判定機関（創設）の判定を受ける義務

建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保。

①

②

③

＜施行日：規制措置は平成29年4月、誘導措置は平成28年4月＞
（平成 年法律第 号、 月 日公布）

1990 2015

22.5 22.8

51.9 45.4

25.6 32.0

エネルギー消費量の推移

産業
▲12.6％
建築物
＋24.8％
運輸
＋1.0％

(1990~2015)

1990 2000 20152010 [年]

[％] シェアの推移

20151990

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成３０年３月

国土交通省 住宅局 住宅生産課

住宅・建築物の省エネ・省 施策と
ＺＥＨ等に関する支援事業
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省エネ適合性判定及び建築確認・検査の概略フロー

省エネ性能
確保計画の提出

適合判定通知書

建築確認申請

確認済証

着工

竣工 完了検査申請

検査済証

＜所管行政庁又は
登録省エネ判定機関＞

＜建築主事又は
指定確認検査機関＞

省エネ基準への適
合性判定

確認審査

完了検査

＜建築主＞

使用

（必要に応じ）計画変更の手続き

省エネ法と建築物省エネ法の比較概要 （新築）

省エネ法
エネルギーの使用の合理化等に関する法律

建築物省エネ法
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

大規模
建築物

（2,000㎡以上）

非住宅 届出義務
【著しく不十分な場合、

指示・命令等】

適合義務
【建築確認手続きに連動】

住宅
届出義務

【著しく不十分な場合、
指示・命令等】

届出義務
【基準に適合せず、必要と認める場合、

指示・命令等】

中規模
建築物
（300㎡以上

2,000㎡未満）

非住宅
届出義務

【著しく不十分な場合、
勧告】

届出義務
【基準に適合せず、必要と認める場合、

指示・命令等】

住宅

小規模
建築物
（300㎡未満）

住宅事業建築主
（住宅トップランナー）

努力義務 努力義務

努力義務
【必要と認める場合、勧告・命令等】

努力義務
【必要と認める場合、勧告・命令等】

第一種特定建築物 特定建築物

第二種特定建築物

※省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度については、平成29年3月末をもって廃止。
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建築物省エネ法に基づく基準の水準について

エネルギー消費性能基準
（適合義務、届出、

省エネ基準適合認定表示）

誘導基準
（性能向上計画認定・容積率特例）

住宅事業建築主
基準

建築物省エネ法施行
（H28.4.1）後に新築され

た建築物

建築物省エネ法施行
の際現に存する建築物

建築物省エネ法施行
（H28.4.1）後に新築され

た建築物

建築物省エネ法施行
の際現に存する建築物

上段：～ 年度
下段： 年度～

非住宅
一次エネ基準（BEI） 1.0 1.1 0.8 1.0 ―
外皮基準（PAL*） ― 1.0 ― ―

住宅

一次エネ基準（BEI）※1 1.0 1.1 0.9 1.0
0.9
0.85

外皮基準：住戸単位※2

（UA,ηAC）
1.0 ― 1.0 ―

―

1.0
※１ 住宅の一次エネ基準については、住棟全体（全住戸＋共用部の合計）が表中の値以下になることを求める。
※２ 外皮基準については、H25基準と同等の水準。

一次エネ基準（ ）は、
設計一次エネルギー消費量∗
基準一次エネルギー消費量∗ が表中の数値以下になることが求められる。

*家電・OA機器等を除く

省エネ基準（住宅の外皮基準、エネルギー消費性能基準）について

【住宅の省エネ措置のイメージ】

太陽光発電

高効率給湯
（エコキュート等）

日差しを遮る庇

断熱材

開口部：

アルミサッシ
＋複層ガラス

ひさし

一次エネルギー消費量の設計値が基準値以下となればよい

「一次エネルギー消費量」
＝ 暖冷房エネルギー消費量 ＋ 換気エネルギー消費量 ＋ 照明エネルギー消費量 ＋ 給湯エネルギー消費量

＋ その他エネルギー消費量 （家電等） － 太陽光発電等による創エネ量

一次エネ
基準

外壁、窓等を通しての熱の損失の設計値が基準値以下となればよい外皮基準

【基準の概要】

部位

断熱材の仕様例（※）

木造 ＲＣ造

外壁 グラスウール100㎜ 樹脂系断熱材40㎜

天井・屋根 グラスウール180㎜ 樹脂系断熱材60㎜

床 グラスウール100㎜ 樹脂系断熱材45㎜

開口部 アルミサッシ＋複層ガラス アルミサッシ＋複層ガラス

外壁：グラスウール100㎜

床：グラスウール100㎜

天井：グラスウール180㎜

※東京・大阪などの例

表 省エネ基準を充たす外壁・窓等の仕様例

5
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※共同住宅については、住棟数と住戸数の合計

ＢＥＬＳの実績（累計）の推移

件数

建築物 戸建住宅 共同住宅

建築物省エネ法による建築物の省エネ性能の表示

＜省エネ性能の表示の例＞

第三者認証を受けている
ことを示すマーク

建築物の省エネ性能の高
さを星の数で表示

省エネ基準からの削減率
をグラフで表示

第三者認証機関に評価
された年月日を明記

建築物省エネルギー性能表示制度（ ）

【制度運営主体】
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

【第三者認証機関】
評価実施機関 機関 末

【対象】
新築及び既存の住宅・建築物

住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物
について、エネルギー消費性能（省エネ性能）を表示するよう努めなければならない。【法第７条】

ベル ス

7
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さらに省 化を進めた先導的な低炭素住宅
（ライフサイクルカーボンマイナス住宅（ＬＣＣＭ住宅））

省エネ性能表示
（ ）を活用した
申請手続の共通化

関連情報の
一元的提供

将来の更なる普及に向けて供給を促進すべき

※ より高性能なＺＥＨ、建売住宅、集合住宅（中高層）

ＺＥＨに対する支援

中小工務店が連携して建築するＺＥＨ

※ の施工経験が乏しい事業者に対する優遇

関係省庁（経済産業省・国土交通省・環境省）が連携して、住宅の省エネ・省ＣＯ２化に取り組み、
２０２０年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上をＺＥＨにし、２０３０年までに
建売戸建や集合住宅を含む新築住宅の平均でＺＥＨを実現することを目指す。

引き続き供給を促進すべきＺＥＨ

※ 注文住宅、集合住宅（低層）

ＺＥＨ （ゼロ・エネルギー住宅）等の推進に向けた取組 （平成 年度予算案）

予算案 百万円の内数 【国土交通省】

予算案： 百万円の内数 【経済産業省】

予算案： 百万円の内数 【環境省】

予算案： 百万円の内数 【国土交通省】

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の定義

○ Ｈ２７．１２．１７に、経産省のＺＥＨロードマップ検討委員会にてとりまとめられた「ＺＥＨロードマップ」において、「ＺＥＨは、快
適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエ
ネルギーを創ることで、１年間で消費する住宅のエネルギー量が正味（ネット）で概ねゼロ以下となる住宅」と定義。

○具体的な基準は、以下のとおり。

＋
給湯

照明

暖房

冷房
換気

給湯

照明

暖房
冷房
換気

削減

②設備等の高効率化

＋

③創エネルギー①高断熱化

断熱基準
一次エネルギー消費量基準

（設備等の高効率化） （創エネルギー）

省エネ基準より強化した高断熱基準 太陽光発電等による創エネを
考慮せず
省エネ基準相当から▲

太陽光発電等による創エネを
余剰売電分を含め考慮し
一次エネ消費量を正味ゼロ以下

（外皮平均熱貫流率の基準例）

地域区分 ・２地域
（札幌等）

地域
（盛岡等）

・６・ 地域
（東京等）

基準 ０．４ ０． ０．６
省エネ基準 ０．４６ ０．５６ ０．８７

9
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工務店によるゼロエネルギー住宅（ＺＥＨ）の例

外観

自然素材を活用した内装

あらわしの木材の梁

大壁造（断面イメージ）

■ 福岡県の工務店

○一部にトリプルガラス樹脂サッシなど断熱性能を向上。

○珪藻土、和紙、無垢材など自然素材の活用。

○高性能な給湯器等を設置。照明は を採用。

○太陽光発電パネルを搭載。

⇒約 のエネルギー削減に加え、発電により

ゼロエネルギー住宅（ＺＥＨ）を実現。

■ 福井県の工務店

○樹脂サッシ 複層ガラス等で断熱性能を向上

○構造躯体や内装仕上げ材に地場の檜・杉を活用

○高効率なエアコン、給湯器、 等を採用

○太陽光発電設備は５．３ｋｗ

⇒約７ のエネルギー削減に加え、発電により

ゼロエネルギー住宅（ＺＥＨ）を実現。

あらわしの木材の梁

地域型住宅グリーン化事業

関連事業者の
連携体制の構

築

•地域型住宅の規格・仕様
•資材の供給・加工・利用
•積算、施工方法
•維持管理方法
•その他、グループの取組

共通ルールの設定

長寿命型

高度省エネ型

補助限度額

110万円/戸長期優良住宅※１

認定低炭素住宅※１

性能向上計画認定住宅※1

ゼロ・エネルギー住宅（ZEH）※2

110万円/戸

110万円/戸

140万円/戸

太陽熱温水器

高効率給湯機

劣化対策

耐震性

計画的な維持管理

グループの構築

建築士
事務所

建材流通
事業者

プレカット
事業者

中小
工務店

原木
供給者

製材
事業者

地
域
型
住
宅
・
建
築
物
の
整
備

優良建築物型

認定低炭素建築物など一定

の良質な建築物 １万円/平米(床面積)

外皮の
高断熱化

地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、資材供給、設計、施工などの連携体制に

よる、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物の整備に対して支援する。

外皮の高断熱化

１次エネルギー消費量が
基準と比べ少ない

その他一定の措置（選択）
・ＢＥＭＳの導入
・節水対策

・ヒートアイランド対策 等

・補助対象（住宅）のイメージ

・補助対象（建築物）のイメージ

地域材加算・・・・主要構造材（柱・梁・桁・土台）の過半に地域材を使用す
る場合、20万円/戸を限度に補助を加算

三世代同居加算・・キッチン、浴室、トイレ又は玄関のうちいずれか２つ以上
を住宅内に複数箇所設置する場合、30万円/戸を限度に補
助を加算

※１ 掛かり増し費用の1/2以内。施工経験
４戸以上の事業者の場合は100万円／戸。

平成30年度予算案：114億円

※２ 掛かり増し費用の1/2以内。施工経験
４戸以上の事業者の場合は125万円／戸。
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地域型住宅グリーン化事業におけるゼロエネルギー住宅（ ）の優先配分の考え方

関連事業者の
連携体制の構

築

建築士
事務所

建材流通
事業者

プレカット
事業者

中小
工務店

原木
供給者

製材
事業者

ＢＥＬＳ工務店※の割合が高いグループへの補助対象戸数優先配分

（ＢＥＬＳ工務店※/所属施工事業者数）が高い → 補助対象戸数 優先配分

※ＢＥＬＳ工務店の要件
・住宅の省エネ性能の見える化を推進するための活動を行う施工業者

かつ、以下の（１）～（４）全ての条件を満たす施工事業者
（１）自社建設の住宅について、 表示を取得した経験があること
（２） 年までに、自社で建設する全住宅に を表示することを目標に掲げること
（３）毎年度、自社で建設する全住宅のうち 表示を行った物件の割合を報告すること

（少なくとも 年まで）
（４）国土交通省等が行う 普及の取り組みに協力すること

ランクアップ外皮平均熱貫流率※１を達成する住宅を供給する割合が高いグループへの補助対象戸数優先配分

（ランクアップ外皮平均熱貫流率※１を有する戸数 補助対象戸数）が高い
→ 補助対象戸数 優先配分補助対象住宅

外皮基準区分

外皮強化基準※２を満たす住宅

ランクアップ外皮平均熱貫流率※１を有する住宅

※１ ランクアップ外皮平均熱貫流率の基準
地域区分 ・ ・ ・ ・

外皮平均熱貫流率
（ 値） 以下 以下 以下 基準値なし

※２ 外皮強化基準
地域区分 ・ ・ ・ ・

外皮平均熱貫流率
（ 値） 以下 以下 以下 基準値なし

工務店によるゼロエネルギー住宅（ ）の分析（ 次エネ消費量の申請値と実績値）

Ⅰa地域(n=10) Ⅱ地域(n=44) Ⅲ地域(n=94)
Ⅳa地域(n=282) Ⅴ地域(n=86) Ⅵ地域(n=5)

Ⅰb地域(n=7)
Ⅳb地域(n=562)

-50000

1次
エ

ネ
ル

ギ
ー
消

費
量
実

績
値
【

M
J/世

帯
･年

】

100000

0

-50000

1次エネルギー消費量申請値【MJ/世帯･年】

100000

-150000

-200000
50000-150000-200000

50000

-100000

-100000 0

本報告･全国 (n=1090)

Ⅰa地域 (n=10)

Ⅰb地域 (n=7)

Ⅱ地域 (n=44)

Ⅲ地域 (n=94)

Ⅳa地域 (n=282)

Ⅳb地域 (n=562)

Ⅴ地域 (n=86)

Ⅵ地域 (n=5)

0 100000 150000-100000-150000
1次エネルギー消費量【MJ/世帯･年】

第1四分位 最大最小 第3四分位

平均

第2四分位

-50000 50000

地域別１次エネルギー消費量地域別１次エネルギー消費量の申請値と実績値との関係

○1次エネルギー消費量の申請値は-50GJ～0GJの範囲に多く分布している一方、実績
値は-75GJ～+25GJの範囲でばらついているが、全国平均では-25GJとなっている。

○一次エネルギー消費量は、北海道（１地域、２地域）を除き、大部分が0GJ以下と
なっている。

１

２

３

４

５

６

７

８

１

５

２

６

３

７

４

８
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サステナブル建築物等先導事業（省 先導型） 平成３０年度予算案： 環境・ストック活用推進事業 百万円の内数

先導性の高い住宅・建築物の省エネ・省ＣＯ２プロジェクトについて民間等から提案を募り、支援を行う

事業の成果等を広く公表することで、取り組みの広がりや社会全体の意識啓発に寄与することを期待

【概要と目的】

【省エネ・省ＣＯ２の実現性に優れたリーディングプロジェクトのイメージ】

「先進性」と「普及・波及性」を兼ね備えたプロジェクトを先導的と評価

■一括受電設備・非常用
発電機能付きコージェネ

■ ・ の拠点の整備

■地中熱等、複数の熱源
群の最適制御

外観 帰宅困難者
受け入れゾーン

地中熱

■個々の建築物で既に導入されている
技術であるBEMS（※１）やコージェネ
レーションを建物間で利用し、CEMS
（※２）や電力・熱の融通を実現

エネルギー
ディスプレイ

隣接する建築物

※１ ビルエネルギーマネジメントシステム
※２ コミュニティエネルギーマネジメントシステム

■サーカディアン照明等、
作業環境にも配慮した
省エネ技術

15
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住宅・建築物省ＣＯ２先導事業によるＺＥＨの例（ＳＭＡ×ＥＣＯ ＴＯＷＮ 晴美台）

SMA×ECO TOWN 晴美台（大阪府）

●具体的な一団の分譲住宅において、開発計画から住宅・外構計画、販売後のサポートまで、面的・時間的
な広がりを持たせ、一貫して「省ＣＯ２」「省エネルギー」に向けた取り組みを行う。

まちづくりにおける取り組み

・地域の卓越風向などパッシブデザインも考慮した施設配置計画。

・太陽光発電システムと多重の蓄電設備（定置型リチウムイオン蓄電池と電気自
動車）によって、共用部（集会所や防犯灯など）はエネルギーを自給自足。
・災害などによる停電時にも、集会所には電力供給できるように整備。
・団地管理組合法人で所有する電気自動車を、まちのみんなでシェアリング。

■ 風向・風速解析（地上約2.5ｍ） ■ 調整池地上部の

共用太陽光発電システム

■ 集会所のポンプと

雨水タンク

■ 電気自動車を団地管理組合で所有

住宅における取り組み

・省エネルギー設備と創エネルギー設備より、住宅単体毎のネット・ゼロ・エネル
ギー・ハウスを実現。
・リチウムイオン蓄電池により、エネルギー需要のピークシフトにも貢献。
・HEMSでエネルギー状況をリアルタイムに見える化。履歴表示や省エネアドバイ
ス、エアコンのリモコン機能も装備。

■ 断熱仕様の向上 ■ エネファーム（一部宅地）

■ リチウムイオン蓄電池 ■ HEMS

■ 太陽光発電システム

2015年度の1年間を通じてデータ取得できている戸数のうち、いる戸数のうち、ZEHEHを達成できているののは約約9222222％。

一次エネルギー創出量を一次エネルギー消費量で除した値であるＺＥＨ率は、一次エネルギー創出量を一次エネルギー消費量で除した値であるＺＥＨ率は、一次エネルギー創出量を一次エネルギー消費量で除した値であるＺＥＨ率は、平均均均均均均均均ででででででででででででででで124.799999999999％。



（ライフサイクルカーボンマイナス）住宅の例 （つくば市）

太陽光発電パネル
＋太陽熱給湯集熱パネル

冬季のダイレクトゲイン
を考慮した南面大開口

光と風を取り組む
パラボラ状の壁形状

地域木材等の利用

高炉セメント
コンクリート使用

高効率給湯器
・燃料電池等

日射を遮蔽する
木製ルーバー

高効率HPエアコンによる
部分間欠冷暖房

LED照明の
多灯分散配置

空気の流れを
作り出す通風塔

LCCM住宅デモンストレーション棟（建築研究所内 つくば市） 概要

※ライフサイクルカーボンマイナス住宅・研究開発委員会

「ＬＣＣＭ住宅部門」の創設（サステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型））

●平成３０年度のサステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型）より、ＬＣＣＭ住宅部門を創設し、ライフサ
イクルを通じてのＣＯ２の収支をマイナスにするライフサイクルカーボンマイナス（ＬＣＣＭ）住宅を新築する事
業を支援します。

ライフサイクル全体を通じたCO2排出量推移のイメージ

●使用段階の 排出量に加え資材製造や建設段階の 排出量の削減、長寿命化により、ライフサイクル
全体（建築から解体・再利用等まで）を通じた 排出量をマイナスにする住宅

【ＬＣＣＭ住宅の定義】

CO2

削
減

排出

排出

排出

排出

排出

LCCM住宅のライフサイクルとCO2排出のイメージ

創エネ

排出
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「ＬＣＣＭ住宅部門」の創設（サステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型））

【ＬＣＣＭ住宅部門の基本要件と必要書類（案）】

①LCCO2の評価結果が
０以下となるもの

基本要件

提案応募時
必要書類

採択後
必要書類

モデルプランにおける
LCCO2計算結果※１（自己評価）

建築士による
棟別のLCCO2計算結果※１

②ＺＥＨの要件※２を
満たすもの

モデルプランにおける
外皮・一次エネ性能（自己評価）

BELS評価機関が発行する
BELS評価書※３の写し

③住宅としての品質が
確保されたもの

建築士による
CASBEE評価結果※４

※１ CASBEE-戸建（新築）2018年版、またはCASBEE-戸建（LCCO2）（名称は仮）によりLCCO2を算定
※２ ZEHロードマップ委員会とりまとめにおいて定義されたもの（Nearly ZEH、ZEH Orientedは含まない）
※３ 「ZEHマーク」及び「ゼロエネ相当」の文言が記載されたものとする
※４ CASBEEのB+ランクまたは同等以上の性能を有するもの（ただし、長期優良住宅認定されたものはこの限りではない）

【ＬＣＣＭ住宅部門の採択方式（案）】

有識者による評価委員会を経て、事前枠付与方式にて採択する（補助対象戸数の決定）
※当該年度内に着手することが条件

【ＬＣＣＭ住宅部門の補助額（案）】

ＬＣＣＭ住宅建設に係る建材・設備等の掛かり増し費用の1/2以内、かつ限度額125万円／戸
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ＬＣＣＯ２の計算方法について（案）

■ ２は以下のいずれかの評価ツールにより算定する（いずれも 月公開予定）
① 戸建（新築） 年版
② ①に内包された 評価に特化した評価ツール
※②は 評価に関係する情報のみを入力することで を算定することが可能

（※） 戸建（新築） 年版に追加する評価対象。

ＬＣＣＯ２に関する評価対象 評価の方法（LCCO2評価への反映方法）

建
設
時

建設時のCO2排出量削減
に貢献する取組（※）

次の取組を採用した場合は、その内容に応じたCO2排出量の削減効果を反映。
・自然乾燥・バイオマス乾燥木材の採用

・軽量鉄骨造の採用
・高炉セメントの採用

太陽光発電の製造（※）
太陽光発電システム製造時のCO2排出量はPBT（ペイ・バック・タイム）を３年として、建設時のCO2排出量
に加算。

修
繕
・
更
新
時
等

構造躯体の長寿命化 住宅性能表示制度の劣化対策等級により、構造躯体の耐用期間を設定し、長寿命化の効果を反映。

外壁材の耐用性
外壁材の耐用年数及び乾式工法の採用の有無により外壁材の交換周期を設定し、その周期の延長効果
を反映。

屋根材等の耐用性
屋根材等の耐用年数及び乾式工法の採用の有無により屋根の交換周期を設定し、その周期の延長効果
を反映。

維持管理の計画・体制 維持管理の計画・体制の有無、または長期優良住宅認定の有無により外壁材・屋根材の交換周期を補正。

のうち、建設、修繕・更新・解体時の 排出量の評価に当たっては、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の３つの
構造ごとに、あらかじめライフサイクルを通じた 排出量が計算された一般的な住宅である「標準モデル住宅」を用いる。
まず、評価対象住宅において講じられる、 に関する評価対象（下表）となる取組を「標準モデル住宅」に適用した場

合の、年・ あたりの 排出量を算定する。
さらに、居住時の 排出量の評価に当たっては、計算支援プログラム（ プログラム）を用いて算定された評価対象住

宅の一次エネルギー消費量を年・ あたりの 排出量に換算する。
以上の評価方法により得られた、建設、修繕・更新・解体時と居住時の 排出量の合計が となる。

■ の評価方法の概要



建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）の概要

評価結果イメージ

CASBEEのイメージ

環境品質環境品質環境品質環境品質

環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷

仮想境界

敷地境界

敷地外への排水、振動など

境界から外部への
騒音、廃熱など

資源消費、CO2排出など

室内環境
サービス性能
室外環境

エネルギー
資源・マテリアル
敷地外環境

●住宅・建築物・街区等の環境品質の向上（室内環境、景観への配慮等）と地球環境への負荷の低減等を、

総合的な環境性能として一体的に評価を行い、評価結果を分かり易い指標として示す「建築環境総合性能

評価システム（ ： ）」の開発・普

及を推進。 （ ～）

街区系

住宅系

CASBEE-建築（既存）

CASBEE-建築（改修）

CASBEE-インテリアスペース

CASBEE-短期使用

CASBEE-学校

CASBEE-街区

CASBEE-戸建（新築）

CASBEE-戸建（既存）

CASBEE-住宅健康チェックリスト

建築系

CASBEE-建築（新築）

都市系

CASBEE-都市 ／ CASBEE-都市（詳細版）

CASBEEの全体像

CASBEE-不動産

自治体版CASBEE

CASBEE-コミュニティ健康チェックリスト

CASBEE-住戸ユニット（新築）

CASBEE-ヒートアイランド

CASBEEすまい改修チェックリスト

レジリエンス住宅チェックリスト

CASBEE-都市（世界版）※パイロット版

ＢＥＬＳにおけるＺＥＨに関する表示

平成２９年４月より、ＺＥＨ（Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨを含む）の基準を満たした住宅に対し、「ＺＥＨマーク」を表示
することができます。

＜表示マーク（イメージ）＞ ＜広告等用（イメージ）＞

「 マーク」を表示

「ＺＥＨ」の場合、一次エネルギー消費量基準の項目に「ゼロエネ相当」と表示
※「 」の場合は、一次エネルギー消費量基準の項目に「適合」と表示
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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（ 制定）」に基づく長期優良住宅に係る認定制度

認定基準

① 劣化対策

② 耐震性

③ 維持管理・更新の容易性

住宅の長寿命化の
ために必要な条件

社会的資産として
求められる要件

④ 可変性（共同住宅のみ）

⑥ 基礎的な
バリアフリー性能
（共同住宅のみ）

⑤ 高水準の
省エネルギー性能

その他
必要とされる要件

⑧ 住環境への配慮

⑨ 住戸面積

⑦ 維持保全計画の提出

特例措置

新築戸建住宅の認定実績

○ 長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画を所管行政庁が認定
○ 認定を受けた住宅の建築にあたり、税制・融資の優遇措置や補助制度の適用が可能

＜１．税制＞
所得税／固定資産税／不動産取得税／登録免許税の低減

＜２．融資＞

住宅金融支援機構の支援制度による金利の優遇措置
＜３．補助制度＞
・中小工務店等に対する補助制度

（ 現在）
累計実績（ ～ ） … 戸

年度の実績…  戸

長く使っていく
ために必要な要件

戸建住宅着工全体の （ 年度）

長期優良住宅に係る認定制度の概要について

56,146 
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